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は じ め に

戦後5 0年を経て 、 東京は大きな変貌を遂げた'-。 それとともに東京の都市社会は、 構造
や潮流にさまざまの変容が生じ、 今日では、 成熟化社会が到来しつつあるともいわれてい
る。 「都市生活に関する調査」は、 これらの変容がもたらす新たな都市問題について、 現

状や取り組むべき課題を整理検討しようとするものである。 本調査では、 このような都市
社会の問題を検討するにあたり、 いくつかの都市問題の中から「路上生活」に関する問題
をとりあげている。

「路上生活」は、 海外大都市の 一 部では、 いわゆるホームレスの問題として深刻な社会

問題のひとつにあげられている。 これに対して東京においては、 これまで必ずしも大きな

問題として認識されてはいなかったといってよいであろう。 しかし 、 近年「路上生活J者

の増加が指摘されるようになり 、 都や区においても課題として認識されるようになってい

る。 行政には、 今後、 問題の所在を適切に把握していくことが求められよう。

本調査は 、 基礎的な部分を株式会社富士総合研究所に委託し、 「都市生活に関する調査」

研究会により検討された。 同研究会は、 倉沢進東京都立大学教授を座長として、 8名の学

識経験者で構成されており 、 本調査は、 その多くを同研究会に負っている。

具体的には、 本調査の「第1章 都市の変容と新たな都市問題の顕在化」、 「第2章 路

上生活をめぐる状況」 、 「第5章 むすび一 新たな都市問題の課題」は、 基本的に同研究

会の成果に基づいている。 ただし、 第2章については 、 研究会終了後に把握し得た資料等

を加え 、 充実を図った。 また 、 「第3章 路上生活に対する取り組みの現状」及び「第4

章 路上生活に対するこれからの方向性」は、 行政に関わる事項が多いので、 研究会の成

果を土台として整理を行っている。

本調査が、 課題への対応策や計画を検討するうえでの基礎資料として、 各般において活

用されることを願うとともに 、 本調査をすすめるにあたり、ご尽力いただいた研究会の方々

に、 厚く御礼申し上げる次第である。

平成7年7月

東京都企画審諮室調査部











































































実現が課題となっている。

オイルショック後の東京、特に山谷地区においては、 日屑いの仕事にあぶれ「ド

ヤ」にも宿泊できなくなった人が急増した。 そのため、 まず寝るところと食べる

ものを用意する法外（法律外）の応急援護が強化された。 また 、 冬期間のみ利用

する越年施設が、 山谷地区の外に複数建設された。

その後 、 1975年（昭和50年）に東京都は厚生省による通知を受けて 、 各区市長

および山谷地区のある荒川区 ・台東区あてに、 住所不定者の保護は原則として施

設に収容して行うこと 、 収容保護が不可能な場合などには宿所提供施設か簡易宿

所にて居宅保護を行ってもよいこと 、 一時失業者などに対しては就労指導などを

配慮することなどを盛り込んだ通知を出している。 また、 施設収容の必要性の高

まりを受けて 、 保護施設再建整備計画により縮小されていた更生施設が増強され

ることになり 、 宿泊所や宿所提供施設からの更生施設への転換や増員が行われた。

こうして現在のところ 、 路上生活をする者への対応は 、 復活した施設における

対応 、 高齢者などを中心とした居宅保護、 冬期における臨時宿泊事業などの法外

応急援護などを組み合わせたものとなっている。

2. 路上生活に対する行政の取り組みの現状

路上生活への行政の対応としては 、 特別に路上生活のみを対象としている施策

は少ないが、 福祉分野などさまざまな施策を実施している。 また、 山谷地域にお 

ける施策や日雇労働における施策などは 、 路上生活に対する取り組みとただちに

イコ ー ルではないが、 不安定な居住形態や就労形態などから路上生活へ移行する

ことを予防するなどの意義もあり、 一部オー バーラップするものであって、 関連

施策であるといえる（図3- 2- 1)。
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表3-3-5 更生施設入所原因内訳（入所時の判定内訳）

（単位：人、 ％）
入所時の 更生対象ケース 対象外預かりのケース
判定総数

1990年 359 272 87 
(100) (75. 8) (24. 2) 

199 1年 252 1 6 3 89 
{100) (64. 7) (3 5. 3) 

199 2年 248 1 6 2 86 
(100) (65. 3) (34. 7) 

1993年 246 144 102 
(100) (58. 5) (41. 5) 

1994年 268 1 2 7 1 4 1 
(100) (47. 4) (52. 6) 

 

資料：特別区人事・厚生事務組合の賓料に基づき整理
注1 : ( )内は各年度の割合をあらわす
注2 ：数値は各年度末現在のものである
注3 ：生活相談一時保護所の入所者数を除く

f 

表3-3-6 更生施設入所者の退所内訳

(1993 年度、 更生施設合計）

（単位：人、 ％）

 

転出 その他

保護施設 2(0. 7) 命令退所 10(3. 7) 

宿泊所 4(1. 5) 無断退所 22(8. 2) 

老人ホ ー ム 58 (21. 6) 任意退所 35(13. 0) 

その他の施設 16(5. 9) 死亡 5 (I. 9) 

都営住宅 1(0.4) 入院移管 21 (7. 8) 

公社・公団住宅 0( 0. 0) その他 5 (1. 9) 

借家・借間 80(29. 7) 

＼社宅・寮 3( 1. 1) 

住み込み I(o. 4) 

その他 6( 2. 2) 合計 269(100) 

資料：特別区人事・厚生事務組合r事業概要」
注1 : ( )内は割合をあらわす
注2 ：生活相談一時保護所の入所者数を除く
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第4章 路上生活に対するこれからの方向性

路上生活は、 都市において、公共施設の利用・管理の問題や、 都市の風兼への

影響など、 目に見える問題として存在している。 これらはもちろん都市として解

決を図らなければならない問題であるが、抜本的な解決のためには、路上生活そ

のものを克服することが欠かせない。 そして、それは今日の成熟社会にふさわし

い考え方に基づく必要がある。

現在、 都や特別区では、路上生活に対応するための努力が重ねられている。 今

後の施策として、各部局それぞれの立場から具（本的に検討されているものも多い。

個別の施策については、ぞれぞれの分野での検討に委ね、 本章では、 今後の行政

の対応の基本的考え方、目標、 方向性といったレベルでの検討を試みる。

1. 路上生活対応の基本的考え方

(1) 路上生活対応の意義と理念

路上生活は、 路上生活者の個人的問題という見方もある。 しかし、路上生活が

たとえ本人の選択の結果であるにせよ、人間らしい暮らしに欠ける人がいるとい

うことは 、 社会にとって好ましい状態ではない。 そればかりでなく、社会とのづ
／

／

ながりを失った人々が集団で存在することは、都市社会にとって決して健全とは

いえない。 このような状態を放置すれば、地域社会で摩擦を生じるおそれもあり、

また、 衛生や防災など本来都市全体に余すところなく普及しなければならない課

題で対象から漏れてしまうこともある。 行政には、 このような事態を防止するた

め、路上生活に積極的に対応していくことが求められる。

さらに、 今日の福祉の理想からいうならば、東京は、障害者、 高齢者、子ども、

外国人を含め、 そこに住むすべての人々が人間らしく共生していける都市となる

ことが望まれる。 路上生活者についていえば、 「すべての人が自立し、 人間とし

て昨重され、 路上生活を余儀なくされずにすむ社会」をめざすことが望まれよう。

そのためには行政に、路上生活が発生する社会経済的背兼にまで着目し、発生の

予防や路上生活者の社会的つながりの再生を念頭に置いた対応が求められる。
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欧米におけるいわゆるホ ー ムレスの問題と異なり、日本では路上生活の問題は

規模としては大きくはない。しかし、路上生活が社会の成熟にともなって顕在化

したものであるならば、これから成熟化が進むにつれてますます深刻になってい

くことも！懸念される。路上生活の問題は、深刻化してからでは解決がそれだけ困

難になることは、欧米の経験に照らして明らかである。この点からも、都市社会

の健全性を維持するための行政の早期の対応が望まれる。

(2)路上生活に対する基本的認識

路上生活という状態は、必ずしも個人的な要因のみによるものばかりではなく、

前述のように、飛気の低迷による失業の増加や産業構造の変化といった、さまざ

まな社会経済的背兼によって大きく影瞥を受ける。例えば、社会のシステムとし

て、住み込みといったような、路上生活にいたる前で受けとめる機能があったが、

近年の社会経済的環境が大きく変動する中で、そのような機能が薄れ、失業が住

宅確保の困難に直結しやすくなってきている。路上生活は、こういった社会経済

のありように深く関わっており、そのため、路上生活をしている人々については、

「社会の 一 員である人が、さまざまな社会経済的背景、個人的要因が複雑に絡み

合って路上生活状態にいたっている」ととらえる必要がある。

このように、路上生活を社会経済的な変化の影署のもとに生み出される現象と

して考えれば、何かをきっかけに路上生活にいたる可能性は多くの人がもってお

り、路上生活にいたった人々自身は決して社会から排除する対象ではないことを

改めて認識する必要がある。

(3)行政の路上生活への関わり

行政が路上生活にどう関わるかは、難しい問題が含まれている。本人がすすん

で行政との関わりを求めるとは限らず、行政との関わりに無関心であったり、む

しろ忌避したりする場合も多い。行政というものが本来公共的な性格をそなえて

いるのに対して、路上生活者への対応は、ある意味では私生活の領域に踏み込む

ことにもなりかねない。さらに、路上生活は本人の責任にほかならないから行政

の関与は最小限にとどめるべき、とする考え方も、社会的にかなり存在すると考
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え包王全

しかし、都市社会が健全といえるためには 、 都市に住むすべての人が人間らし

く暮らせなくてはならない。そのために必要ならば、本人の自発的な申し出を待

つのではなく 、 働きかける余地がある限り、 積極的に個人に働きかけていく必要
I

がある。 さらに場合によっては、本人の意思は別として 、 本人に働きかけること

がかえって本人の人権を保護することになり 、 ひいては都市社会の健全性を維持

ることになることもある。

行政がどこまで関わるかは、最終的には、都民のコンセンサスといった政治的

過程に委ねられる問題である。しかし、現在のところ都民の路上生活に対する認

識は、必ずしも好意的とはいえないであろう。行政としては、問題の所在と解決

の方向を都民に明確に示し、健全な都市社会実現のために何が必要か、ともに考

え、理解を得ていくことが求められる。

(4)路上生活対応の展望

1,.. 

路上生活が、 「孤独でいたい」 、 「仕事にしばられたくない」といった価値観

の延長線上にあるライフスタイルの選択であるとすれば 、 行政として路上生活者

をゼロにすることは難しい。また、長い間、路上生活を送ってきた人にとっては、

そこから脱することがなかなか困難な場合も少なくないであろう。 他方、社会経

済的背景から、路上生活者はこれからも増加してくる可能性がある。路上生活は 、

社会の成熟化に伴って生じてくる即効的施策というもののない長期的課題である。

これらに対し、行政だけで対応することには、おのずから限界がある。しかし、

その一 方で、都市社会の人々の中に、社会活動に携わるなど 、 他者とのつながり

を重要視する求心的な動きも生じてきている。しかも 、 阪神大震災におけるボラ

ンティアの活躍にみられるように、かなりの潜在的エネルギーをもっているとい

えよう。路上生活者に現在の自分が置かれている状況から脱する意欲のある限り、

社会とのつながりを再生し路上生活から脱する可能性は残されている。 民間の

人々と行政との適切な連携がなされれば 、 その可能性を実現し、路上生活を最小

限にとどめることができよう。行政は、財政的制約や社会意識など、現在おかれ
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(2)施策対象のとらえ方

路J:生活への対応に難しさがつきまとうことは前述したが、路上生活にいたっ

た人々について具体的に論じるには、 「路上生活者」と 一括してしまうのではな

く、その内容をもう 一段掘り下げて対象を考える必要がある。

路上生活者は、身体的には、若いか高齢か、障害や疾病があるか健康かで分か

れ、心理的には、行政の支援を求めているかいないか、就労や路上生活脱却の意

欲が高いか低いかで分かれ、さらに、それぞれの職業能力の高さ、路上生活にい

たった過程などで分かれる。

行政としては、これら対象者の多様性を前提としつつ、路上生活を行っている

人に対して 一 定の類型化を行い、より具体的できめ細かな対策によって、生活を

支援し自立を助長することが必要である。

そのような類型化による検討のひとつとーして、［；の支援を「求めている」か

どうか、及び、外見上明らかに保護が必要と認められる状態であるかどうかに主
ー・ 一ー-·-一

• - -•- - - ·―-

巳り上で撃己也ことが考えられる。路上で生活をしている人の行政支援を求

める程度は、福祉事務所など行政の窓口に出向くなどして各種の支援を求めたり、

職業安定所に出向いて仕事を求めたりすることで見ることができる。また、保護

を必要としている状態の程度は、病気の重さや年齢などにより見ることができる

（図4-2-2、表4-2-1)。

現状での対応は、生活保護法をよりどころとしているため、重い病気にかかる

などして生命の危険にさらされているなど、生活保護法の枠組みから見て、対応

策の必要性の高い人のみが保護の対象となる傾向が強いと考えられる。

しかし、路上生活者によっては、自立ができていないが、生活保護を中心とし

た枠組みでの対応の範囲には当てはまらない人という場合もある。このような人

でも行政による支援があれば、路上生活を脱する可能性があると考えられる。し

たがって、生活保護を中心とする対応の枠組みだけでは、路上生活対応として十

分ではなく、より広い枠組みで対応する必要がある。

- 62 -







位置づけを明確にすることが必要である。

②就労機会の拡大と生活の安定

人間は、 働く能力がある限りは、 働く場を得られることが望ましい。 しかし、

路上生活者の中には、 高齢や病弱などのために職を求めても仕事がないという人

も少なくない。 しかも近年は景気後退による失業の増大など、 健康な人でも厳し

い状況が続いている。 日本社会は 、 本来自己責任原則と市場原理にたつ自由な経

済社会であり、 これらの路上生活者が就労するためには、 市場原理とは別の次元

で新たに就労を創設する必要がある。 路上生活という状態を顧みれば 、 そこから  
ト

の脱却をめざす観点から、 負担の軽い就労先の開発 、 職業紹介の強化 、 働く人の

福祉を主眼とした社会貢献的な職の創造などを通じ、 一般的な労働者との間の公

平性に配應しつつも就労機会の拡大を図る必要がある。

また 、 日雇労働という就労形態になじみ常用雇用を嫌う人も多数いるが、 職業

訓練や生活訓練など 、 ほかの施策とあわせ、 就きうる職業の可能性を広げて生活

の安定が得られることに努めることが必要である。

③入所施設の充実と多様化

路上生活とは、 端的にいえば居所にこと欠いているということであり 、 宿所提

供施設は、 応急の対応としては第 一 次的に求められるもののひとつである。 した

がって、 まず施設規模の充実が望まれる。 さらに、 路上生活者の多様な状況に応

じて、 その人が持っている力をできるだけ回復できるように、 保護施設の多様化

と体系的整備を図ることが求められる。

路上生活者の中には 、 施設での規則の枠になじめない人もいるが 、 例えば後述

するアメリカのドロップイン ・ センタ ー のように宿泊よりは利用を目的とした施

設など、 新しい形態についても今後検討を進めることが望ましい。

- 65 -

・



④相談機能の充実と接点の確保

都市の路上生活を克服するためには、 路上生活者と行政の間に何らかの接点の

形成が欠かせない。 併せて、 接点の端緒となる相談機能を充実することが必要で

ある。

路上生活者の中には行政の援護を求めない人も多数存在するが、 これらの人を

黙って見過ごすのではなく積極的に働きかけて適当な保護などを受ける機会を拡

大することが必要である。 したがって 、 行政サ ー ビスの利用を積極的に呼びかけ

ることを通じ、 行政とのつながりを形成して支援のきっかけづくりを進めること

が求められる。 さらに、 路上生活は 、 長びくにつれ状態が固定化しがちだといわ

れている。 路上生活脱却の可能性を大きくするためにも早期に対策をとり、 働き

かけを行うことが望まれる。

また 、 行政の援護を忌避したり拒絶する人に対しても、 例えば道路や公園など

公共施設の管理に際して接触する機会を活用するなど、 路上生活からの脱却に向

け誘導説得を試みる必要がある。

(2) 路上生活者の社会的な絆を回復する

路上生活者の中には 、 施設から退所した後、 路上生活を脱却しきれずに

す人も多い。 これらの人々は、 まず生活の基本的な力を蓑う必要がある。

的な路上生活対応のためには、 路上生活をやめさせるという対症療法から

んで、 路上生活などやらなくてもすむという 、 いわば体質改善をめざすこ

要である。 ／
 

また、 路上生活にいたった人々は、 家族や地域といった社会的なつながりが希

薄な状態にあるといえる。 アメリカでは、 すでに「アウトリ ー チ（呼びかけ）」

という方法が打ち出されているが、 東京においても、 行政とのつながりの形成を

出発点に、 さまざまな形での社会的つながりを再構築することによって 、 自立を

促進していく必要がある。
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(3) 路上生活を未然に防止し健全な都市社会を築く

今後、東京において、高齢化の進展、社会的な関係の希薄化などが路上生活の

増加に結びつく懸念があることは、前に指摘したとおりである。 これに対応する

うえでは、路上生活の可能性のある人たちに、 路上生活にいたってから改めて脱
ヽ • -

却してもらうよりも、その手前でとどまってもらう方がはるかに効果的であると

（
 

゜

c

 

゜

考えられる。 したがって、路上生活がそもそも発生しにくくなるように社会の仕

組みを整える必要がある。

そのためには、都市施策や産業施策など一般的施策の充実によって、 豊かで健

全な社会を築くことに努める必要があるが、なかでも、労働施策、福祉施策及び

住宅施策の充実が求められる。

特に、住宅についてみると、路上生活にいたった人々は、そこにいたる前に飯

場、 簡易宿泊所といった不安定な居住状態にあることが多く、安定的な居住の場

を確保することが重要である。 その一方で、低家賃の住宅を多く供給してきた木

賃アパートの数は、再開発などにより減少しており、それへの対処として、例え

ば単身者でも入居可能で家賃が低廉な住宅（公営または各種助成による民営住

宅）の提供などを検討することが望ましい。

さらに、人権意識の普及・啓発を推進する必要がある。 路上生活の問題に限ら

ず、人権が守られる都市としていくことは、都市社会が健全であるために欠かす

ことができない。 しかし、現実には、関係施設の立地の際に摩擦や抵抗があるな

ど路上生活を異質なものとして排除しようとする動きもみられる。 これからの東

京は、すべての人が安心して人間らしく暮らせる、いわばふところの深い都市と

なることが望まれる。 意識に関わる問題は、行政にとって困難な課題といってよ

いが、都民の理解に基づいて合意を築きつつ、たゆまず努力を重ねる必要がある。
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． 

4. 路上生活対応における行政と民間の連携

行政は、 本来、 個人の私的な領域に関わったり、立ち入ったりすることはでき

ない。 行政が路上生活に対応するのは、それが都市社会の問題であり ＇： 

べき公共の必要があるからである。 し］2
二

、現実に路上生活に取り組むには、」竪

上生活者個人の価値観やライフスタイルといった側面にまで踏み込まないと、——+

分な効果が得られない場合も多い三

また、路上生活から脱するためには、総合的・継続的な対応によって、社会的

なつながりを形成していく必要があると考えられるが、 そのためには、 路上生活

者が持続的に社会に接していける場と機会が必要である。

民間の主体の活動は、その範囲に行政活動のような制約のないことと、路上生

活者の社会的なつながりの直接の契機となる点で、行政の対応を補完するばかり

でなく、ある面ではむしろ路上生活対応の中心的役割をも果たすべきものであり、

今後、行政と民間との適切な連携の確立が求められる。

民間の主体としては、民間団体、個人ボランティア、 地域コミュニティ、民間

企業などがある。 日本では欧米と比べて、これまで必ずしも民間の路上生活者へ

の対応は活発ではなかった。しかし、今日の都市社会では、社会活動に取り組む

など人々の求心的な動きもでてきており、また、企業の社会的貢献が求められる

ようになるなど、社会に対する関心が席まっている。 これからは、施設の運営や

人材面での協力をはじめ、路上生活者への働きかけや就労機会の拡大など、民間

の主体それぞれの関心や能力、分野に応じて、路上生活対応に関わっていくこと

が期待される。

行政としては、 前節で述べたように、民間の各主体に対して、呼びかけときっ

かけづくり、 適切な情報の提供、活動の積極的な支援・助成、 人材の育成などを

すすめることにより、就労や暮らしなど多面的に路上生活者をカバーする重層的

なネットワ ー クを形成していくことが必要とされる。
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